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諮問番号：令和２年度諮問第３１号 

答申番号：令和２年度答申第３１号 

 

 

答 申 書  

 

第１ 審査会の結論 

山梨県総合県税事務所長（以下「処分庁」という。）が令和２年５月１

日付けで行った地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第１４６条第１項及び山梨県県税条例（昭和３６年山梨県条例第１

１号。以下「県税条例」という。）第１１４条第１項の規定による自動車

税種別割賦課処分（以下「本件処分」という。）に係る令和２年６月２５

日付け審査請求については棄却するのが相当であるとする審査庁の判断

は、結論において妥当である。 

 

第２ 事案概要 

１ 事案の骨子 

本件は、審査請求人が所有する自動車２台について、処分庁が令和２年

度自動車税種別割賦課処分を行い、令和２年５月１日付けで、同月７日、

審査請求人に納税通知書を発送したところ、審査請求人は処分庁が課税を

保留（以下「課税保留」という。）せず本件処分を行ったことに納得がい

かず、かかる賦課処分を不服として、本件処分の取消しを求める審査請求

を行ったものである。 

 

２ 関連法令等の定め 

（１）法第１４６条第１項は、自動車税は、自動車に対し、当該自動車の所

有者に種別割によって、当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課す

る旨規定する。 

（２）県税条例第１１４条第１項は、自動車に対し、当該自動車の所有者に

種別割によって課する旨規定する。 

（３）法第１４５条第１項第３号及び県税条例第１１４条第２項は、（１）

及び（２）の「自動車」は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５

号）第２条第２項に規定する自動車（自動車に付加して一体となってい

る物として政令で定めるものを含む。）のうち、同法第３条に規定する
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普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう

旨それぞれ規定する。 

（４）法第１７７条の８及び県税条例第１１７条は、種別割の賦課期日は４

月１日とする旨規定する。 

（５）なお、平成２２年４月１日付け総税都第１６号総務大臣通知「地方税

法の施行に関する取扱いについて（道府県税関係）」（審査庁提出資料

オ）第１０章第１節１は、自動車税の課税客体である自動車の具体的認

定に当たっては、道路運送車両法第４条の規定による登録の有無によっ

ても差し支えないものであることとしている。 

（６）平成元年３月３１日付け総務部長通達「自動車税の課税保留、課税除

外の取扱いについて」（審査庁提出資料イ（以下「本件通達」という。 

））は、自動車登録ファイルに登録されている自動車のうち、賦課期日

において、賦課期日の前日までに自動車検査証の有効期間が満了したも

のについて、当該年度の課税を一時保留するものとしている。 

（７）法第１７７条の１１は、種別割の徴収については、普通徴収の方法に

よらなければならないとし、種別割を普通徴収の方法によって徴収しよ

うとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、そ

の納期限前１０日までに納税者に交付しなければならない旨規定する。 

 

３ 前提事実 

（１）審査請求人は、自動車２台（登録番号「●●●●●●●●●●」（自

動車検査証に記載されている有効期間満了日 令和２年３月１５日）及

び登録番号「●●●●●●●●●●」（自動車検査証に記載されている

有効期間満了日 令和２年３月１１日）（以下「本件自動車」という。 

  ））を所有していた。 

（２）令和２年２月２８日、関東運輸局山梨運輸支局長は公示（弁明書添付

証拠書類１（以下「本件公示」という。））を行い、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止を図るため、自動車検査証の有効期間の満了する日が

令和２年２月２８日から同年３月３１日までのものについては、同年４

月３０日をもって有効期間が満了するものとした。 

（３）（２）により本件自動車の自動車検査証の有効期間満了日は令和２年

４月３０日に伸長された。同年５月１日、処分庁は、審査請求人に対

し、令和２年度自動車税種別割の賦課期日である同年４月１日の前日ま

でに自動車検査証の有効期間が満了していない本件自動車２台につい

て、令和２年度自動車税種別割賦課処分を行い、同年５月１日付けで、

同月７日、審査請求人に納税通知書を発送した。 

（４）令和２年６月２５日、審査請求人は、処分庁が課税保留をせず本件処   
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分を行ったことに納得がいかず、本件処分を不服として、行政不服審査

法第１９条に基づき山梨県知事に対し、本件処分の取消しを求める審査

請求をした。 

 （５）令和２年９月１０日、審査庁は本件審査請求に係る諮問書を当審査会

に提出した。 

 

４ 争点 

（１）処分庁が行った令和２年度自動車税種別割賦課処分は、法律、条例に

根拠を有した適法なものといえるか。 

（２）処分庁が本件自動車について課税保留の取扱いをせずに本件処分を行

ったことは、違法または不当なものといえるか。 

（３）本件自動車について課税保留にならないことを事前に審査請求人に告

知しないことは、違法または不当なものといえるか。 

 

第３ 審査関係人の主張の要旨 

１ 審査請求人の主張 

（１）令和２年度自動車税種別割賦課処分及び課税保留の取扱いをしなかっ

たことについて 

自動車税種別割は、４月１日時点において運輸支局に登録されている

自動車の所有者に対し課税されるものであるが、処分庁は、年度末までに

自動車検査証の有効期間が満了した自動車に対しては、課税を一旦保留

し、納税通知書を送付しない取扱いをしていた。 

本件自動車は、前年度末までに自動車検査証の有効期間が満了してい

たところ、処分庁は、本件公示により自動車検査証の有効期間の満了する

日が同年４月３０日に伸長されたとして、課税保留の取扱いをしなかっ

た。しかしながら、自動車検査証の有効期間が同年４月３０日へ伸長され

たのは、処分庁とは別機関である関東運輸局山梨運輸支局の公示によるも

のにすぎず、自動車税の賦課（課税保留の取扱い）の判断に用いるべきで

はない。 

本件自動車に対し、課税を一旦保留しなかったことは、従来のルール

を変更して処分庁のみで決定された今年のみのルールを用いて課税したも

のである。 

（２）課税保留されない旨の通知を事前になすべきかについて  

国土交通省の公示により自動車検査証の有効期間が伸長している自動

車に対し課税を行うことについては、事前に告知や県ホームページへの

記載等周知が必要であるにもかかわらず、処分庁はそれを行わなかっ

た。課税保留せず課税を行う旨を事前に知らされていれば、本件自動車

の登録を抹消するなど合理的な行動により賦課されることはなかった。 
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 （３）（１）（２）により、本件処分は違法または不当なものであり、本件

処分について課税保留を求める。 

 

２ 処分庁の主張 

（１）令和２年度自動車税種別割賦課処分の法令上の根拠について 

本件自動車については、賦課期日である４月１日時点で自動車登録フ

ァイルに登録されているため自動車税の課税要件を充足しており、ま

た、賦課処分の手続についても、地方税法第１７７条の１１に規定する

種別割の徴収の方法に則って賦課していて瑕疵はない。 

（２）課税保留の取扱いをしなかったことについて 

自動車税の賦課期日の前日までに自動車検査証の有効期間が満了した

自動車に対し、当該年度の課税を一時保留する本県の課税保留制度につ

いて令和２年度に変更したものではない。 

令和２年２月２８日付けで関東運輸局山梨運輸支局長が行った本件公

示により自動車検査証の有効期間の満了する日が令和２年４月３０日に

伸長された本件自動車については、賦課期日の前日である令和２年３月

３１日に有効期間が満了しないことから、従来どおりの基準を適用し

て、課税保留せず、本件処分を行っている。 

（３）課税保留されない旨の通知を事前になすべきかについて 

審査請求人に対し、国土交通省の本件公示の対象となった自動車につ

いて課税保留としないことを事前に告知していないことは、本件処分の

有効性に影響しない。 

（４）結論 

本件処分を取り消すべき理由が存在しないため審査請求人の主張は認

められず、本件審査請求は棄却されるべきである。 

 

第４ 審理員意見の要旨 

１ 結論 

本件審査請求には理由がないことから、行政不服審査法（平成２６年法

律第６８号）第４５条第２項の規定により棄却するのが相当である。 

 

２ 理由 

（１）令和２年度自動車税種別割賦課処分の法令上の根拠について 

審査請求人は、法及び県税条例が定める自動車税種別割賦課期日であ

る令和２年４月１日に、本件自動車を所有していたと認められる。 

処分庁は、本件自動車が法第１４６条第１項及び県税条例第１１４条

第１項に規定する自動車であること、また、法第１７７条の８及び県税

条例第１１７条に規定する、種別割の賦課期日である令和２年４月１日
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に自動車税種別割を賦課していることから、本件処分は、法令の規定に

従い適正になされたものであり、違法な点は存在しない。 

 （２）課税保留の取扱いをしなかったことについて 

処分庁は、自動車税の種別割賦課期日である同年４月１日に、自動車

検査証の有効期間の満了した自動車に係る自動車税種別割の賦課を保留

する取扱いをしており、その取扱いに変更はなされていない。 

本件自動車は、本件公示により自動車検査証の有効期間の満了する日

が同年４月３０日に伸長されており、同年４月１日に自動車検査証の有

効期間が満了していないことから、自動車税種別割の賦課を保留される

自動車とならない。 

（３）課税保留されない旨の通知を事前になすべきかについて 

（２）により、審査請求人が主張する「ルールの変更」にはあたらない

ことから、周知が必要であるとはいえない。 

  

第５ 審査庁の判断 

審理員の意見と同旨 

 

第６ 調査審議の経過 

   令和２年 ９月１０日 審査庁から諮問書提出 

同年１０月 ９日 審査庁に対し資料の提出通知 

同年１０月１６日 審査庁から資料の提出 

同年１１月３０日 第１回審議 

同年１２月 ３日 審査庁に対し主張書面等の提出通知 

同年１２月１７日 審査庁から主張書面等の提出 

令和３年 ３月 ９日 第２回審議 

 

第７ 審査会の判断 

１ 審理手続について 

本件審査請求に係る審理手続は、適正に行われたものと認められる。 

 

２  本件処分に係る争点について 

（１）令和２年度自動車税種別割賦課処分の法令上の根拠について 

ア 処分庁は、前述のとおり、令和２年５月１日、審査請求人に対し本

件自動車２台について、本件処分を行い、同日付けで、同月７日、審

査請求人に納税通知書（審査庁提出資料オ）を発送している。 

イ 法第１４６条第１項は、自動車税は、自動車に対し、当該自動車の

所有者に種別割によって、当該自動車の主たる定置場所在の道府県が

課する旨規定し、県税条例第１１４条第１項は、自動車に対し、当該

自動車の所有者に種別割によって課する旨規定する。そして、法第１
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４５条第１項第３号及び県税条例第１１４条第２項は、かかる「自動

車」は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２項

に規定する自動車（自動車に付加して一体となっている物として政令

で定めるものを含む。）のうち、同法第３条に規定する普通自動車及

び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう旨それぞれ

規定する。また、法第１７７条の８及び県税条例第１１７条は、種別

割の賦課期日は４月１日とする旨規定する。さらに、平成２２年４月

１日付け総税都第１６号総務大臣通知「地方税法の施行に関する取扱

について（道府県税関係）」（審査庁提出資料オ）第１０章第１節１

は、自動車税の課税客体である自動車の具体的認定に当たっては、道

路運送車両法第４条の規定による登録の有無によっても差し支えない

ものであることとしている。 

  法第１７７条の１１は、種別割の徴収については、普通徴収の方法

によらなければならないとし、種別割を普通徴収の方法によって徴収

しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くと

も、その納期限前１０日までに納税者に交付しなければならないと規

定する。 

ウ これを本件についてみると、本件自動車は、いずれも道路運送車両

法第２条第２項、第３条に規定する普通自動車であり、審査庁提出の

物件送付通知書によれば、賦課期日である４月１日時点で自動車登録

ファイルに登録され、審査請求人が所有していたものと認められる。 

  また、賦課処分の手続きについても、処分庁は、令和２年５月７日に

普通徴収の方法である納税通知書を発送していることから、納期限で

ある令和２年６月１日より１０日以上前の遅くとも令和２年５月１５

日には納税通知書を交付したものといえる（審査請求人も審査請求書

において、令和２年５月１５日に本件処分があったことを知った旨自

認している。）。 

エ よって、処分庁が、令和２年５月１日、審査請求人に対し本件自動

車２台について行った処分は、適法なものといえる。 

 （２）  課税保留の取扱いをしなかったことについて 

ア 課税保留の法的性質について 

本件通達によれば、自動車登録ファイルに登録されている自動車の

うち、賦課期日において、賦課期日の前日までに自動車検査証の有効

期間が満了したものについて、当該年度の課税を一時保留するものと

されている。 

令和２年１２月１７日付け回答書（以下「回答書」という。）ア－

③によれば、自動車登録は抹消されていなくとも車検切れの自動車

は、滅失、解体、盗難等により課税客体が存在しない可能性が高い

が、課税客体が存在しないことが判明しない限り自動車登録ファイル
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に登載されていれば、自動車を保有しているとみなして賦課し、賦課

後に実態調査により課税客体がないことが判明した場合に賦課の取消

しを行うことは非効率であるし、課税客体が存在しなくても納付がな

い者は徴収対象になるという不適切な事務が発生していた。こうした

状況を避ける趣旨から、課税保留の取扱いを定めたものである。 

すなわち、課税保留は、車検切れの自動車について課税客体の存在

という課税要件に該当するか否かが判明するまでの間、課税を一旦保

留する取扱いを定めたものであって、車検切れであることを賦課の消

極要件として定めたものではない。 

 そうだとすると、課税保留は、課税要件を充足して成立した租税債

権につき、行政裁量により賦課しない（賦課を保留する）行政上の取

扱いをしたものといえる。 

イ 課税保留の取扱いをすべきであったかについて 

（ア）審査請求人は、本件自動車の自動車検査証の有効期間の満了日が

それぞれ令和２年３月１１日と同年３月１５日であったことから、

賦課期日である同年４月１日の前日までに自動車検査証の有効期間

が満了しており本件処分につき課税保留すべきであったにもかかわ

らず、処分庁は処分庁とは別機関の本件公示による自動車検査証の

有効期間の同年４月３０日への伸長をもって、本件自動車に対し課

税保留せずに本件処分を行っており、これは従来のルールを変更し

て課税したものであると主張している。 

これに対し、審査庁は、回答書ア－①において、処分庁は、課税

保留の取扱いを変更したものではなく、本件通達に基づき、自動車

税の種別割賦課期日である令和２年４月１日に、自動車検査証の有

効期間の満了した自動車に係る自動車税種別割の賦課を保留する取

扱いをしているところ、本件自動車は、本件公示により自動車検査

証の有効期間の満了する日が同年４月３０日に伸長されており、同

年４月１日に自動車検査証の有効期間が満了していないことから、

課税保留の取扱いをしなかった旨述べている。 

（イ）本件公示の趣旨は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため

年度末の繁忙期に申請者が窓口に集中することを避ける目的（回答

書イ）という、納税者の便宜を図るためにあることからすると、自

動車検査証の有効期間を伸長することでかえって納税者に不利益を

生じさせる場合については、本件公示を適用せずに課税保留の取扱

いを判断すべきようにも思える。 

      しかしながら、課税保留の制度は、本来課税要件を充足し課税さ

れるべきところを事務の効率性の観点から行政裁量により、租税法

律関係を一時的に確定させないこととする例外的な運用であり、法

律や条令に基づかないものであることから、その適用対象の変更、
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すなわち、審査請求人が主張する運用ルールの変更にあたっては十

分に慎重さが求められる（回答書イ）ことからすると、審査庁の判

断が不合理であると評価することは困難である。 

   （ウ）そうすると、本件自動車における課税保留の取扱いについて、本

件公示により伸長された自動車検査証の有効期間に基づいて判断

し、自動車検査証の有効期間が令和２年２月２８日から同年３月３

１日までの自動車について同年４月３０日まで自動車検査証の有効

期間が伸長されたことから、本件自動車についても自動車検査証の

有効期間が同年４月３０日まで伸長されたとして本件自動車につい

て課税保留の取扱いをしなかったことが不当であったとはいえない

ものと考える。 

ウ よって、処分庁が、国土交通省の本件公示により、本件自動車につ

いても自動車検査証の有効期間が令和２年４月３０日まで伸長された

として、本件自動車について課税保留の取扱いをせずに本件処分を行

ったことは、違法または不当なものとはいえない。 

 （３）課税保留されない旨の通知を事前になすべきかについて 

   ア 審査請求人は、審査請求書において、課税保留されない旨の告知（ 

県ホームページ上での告知を含む。）があれば、本件自動車の賦課を

回避できたとして、処分庁が課税保留を行わない旨の通知をしないこ

とは、違法または不当である旨主張している。 

 これに対し、処分庁は、国土交通省の本件告示の対象自動車につい

て課税保留としないことを審査請求人に対し事前に告知していないこ

とについて、本件処分の有効性に影響しない（弁明書）としている。

また、審査庁も、審査請求人が主張する「ルールの変更」にはあたら

ないことから、事前に広く周知すべきものではない（審理員意見書、

回答書ウ－①）としている。 

     この点、課税保留せず賦課処分したことが適法、妥当なものだとし

ても、課税保留されない旨の告知を事前に実施しなかったことについ

てまで適法性、妥当性が基礎付けられるわけではなく、課税保留され

ない旨の告知を実施しなかったこと自体について、別途検討する必要

があるものと考える。 

イ 告知を事前に実施しないことは違法なものであるか 

  この点、納税義務者、課税物件、課税標準、税率などの課税要件に

ついては、納税者がその内容を理解できるように明確に定められなけ

ればならないことから、納税者に告知するべきことが要請される（課

税要件明確主義）。 

     しかるに、課税保留は、前述のように、賦課しない要件を定めたも

のではなく、課税要件を充足する租税債権につき事務の効率性の観点

から行政裁量により賦課を保留するものであって、告知することが求
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められる課税要件とは認められない。そうだとすると、課税保留につ

き納税者に告知を事前に実施しなかったとしても直ちに違法であると

はいえない。 

   ウ 告知を事前に実施しないことは不当なものであるか 

 処分庁は、自動車販売業者等向けには、●●●●●●●●●●●●

●●●を通じて本件公示の対象自動車に対する課税について説明する

お知らせ（審査庁提出資料エ（以下「お知らせ」という。））を作成

し、配布を行っているのに対し、一般県民向けには、事前に課税につ

いてお知らせ等を配布することやホームページ上でことさら課税保留

されない旨の告知を実施することはしていない。 

（ア）そこで、一般県民向けにも通達の内容である本件課税保留の取扱

いがされないことについて、積極的に広く周知すべきであったので

はないかが問題になる。 

確かに、課税保留の取扱いがされないことを判断する機会に乏し

い一般県民に対し課税について説明するお知らせ等を配布して周知

すべき要請があることは理解できる。本件公示により自動車検査証

の有効期間の伸長を事前に確認できるにせよ、これを一般県民全て

に強いるのは酷な面があるし、仮に本件公示を確認できたにせよ、

処分庁が実施しているホームページ上での課税保留の取扱いについ

ての告知は、昨年度と同様の記載のままであったことからすると、

本件公示によって自己の所有する自動車の有効期間が伸長されたこ

とを前提に課税保留の取扱いをされないものと判断することに困難

を伴う。 

しかしながら、前述のように、課税保留の制度は、本件通達によ

って実施している内部的な行政上の取扱いにすぎないから、通達の

内容である本件課税保留の取扱いがされないことについて、積極的

に広く一般に周知すべき性質のものとは観念し難い。また、一般県

民であっても本件公示により自動車検査証の有効期間が伸長された

ことにより、自己の所有する自動車の有効期間が伸長されることを

事前に確認できることから、自己の所有する自動車につき課税の取

扱いにつき疑義が生じる機会は付与されていたといえるし、ホーム

ページ上での課税保留の取扱いについての告知が昨年度と同様の記

載のままであったことから課税保留の取扱いの判断に困難が生じた

のであれば、処分庁に問い合わせるなどの対処ができたことは否定

できない。 

そうだとすると、課税保留がもともと課税要件を充足して成立し

た租税債権につき行政裁量によりあえて賦課を保留する行政上の取

扱いであることに鑑み、これについて納税者に課税保留に対するい

わゆる権利・利益のようなものが発生するものではなく、処分庁に
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おいてかかる課税保留の取扱いを必ず告知すべきものであるとはい

えないこととなる。 

よって、一般県民向けにも通達の内容である本件課税保留の取扱

いがされないことについて、積極的に広く周知すべきものであった

とはいえない。 

（イ）なお、自動車販売業者等向けの本件お知らせについては、審査庁

は、本件公示の後、自動車販売業者等の業界関係者から対象となる

自動車の課税保留の取扱いについての問い合わせが複数寄せられた

（回答書ウ－②）ことから配布したものと説明している。この説明

には一定程度合理性を有し、かかる事実を考慮すれば、本件お知ら

せは、自動車販売業者等から課税保留の取扱いについて複数問い合

わせが寄せられたことに対する対応にすぎないのであって、課税保

留の適用を周知したものとは評価されない。 

（ウ）よって、一般県民に対して課税についてお知らせ等の配布やホー

ムページ上でことさら課税保留されない旨の告知を事前に実施しな

かったとしても、これが本件処分を取り消すほどの著しく不当なも

のとは認められない。 

   エ したがって、課税保留されない旨の通知を事前に行わなかったこと 

は、不当なものとはいえない。 

 （４）以上より、処分庁が行った本件処分は、違法または不当なものとはい

えない。 

 

３ 結論 

以上から、本件処分を行うに際しての審査過程に看過しがたい過誤欠落

は認められず、本件処分に違法または不当とすべき事実も認められない。     

したがって、本件処分の取消しを求める審査請求には理由がないと認め

られるため、「第１ 審査会の結論」のとおり答申する。 

 

山梨県行政不服審査会 

委員 信田 恵三  

委員 關本 喜文  

委員 上野 茂樹  

 


